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な
ぜ
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が 

導
入
さ
れ
る
の
か

─
２
０
２
３
年
10
月
1
日
か
ら
導
入

さ
れ
る
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
（
適
格
請

求
書
等
保
存
方
式
）」
と
は
、
ど
の
よ

う
な
制
度
な
の
で
し
ょ
う
か
？

鴨
田
和
恵
氏
（
以
下
、
鴨
田
）　

消
費

税
は
、
事
業
者
が
販
売
す
る
商
品
や

サ
ー
ビ
ス
の
価
格
に
含
ま
れ
て
い
て
、

図
１
（
次
頁
）
の
よ
う
に
次
々
と
転
嫁

さ
れ
、
最
終
的
に
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を

購
入
し
た
消
費
者
が
負
担
し
ま
す
。

消
費
税
の
額
は
「
課
税
売
上
（
※
１
）

に
係
る
消
費
税
額
」
か
ら
「
課
税
仕
入

（
※
２
）
に
係
る
消
費
税
額
」
を
控
除
し

て
算
出
し
ま
す
。
こ
の
算
出
の
仕
組
み

は
、
生
産
や
流
通
の
段
階
で
発
生
す
る

消
費
税
が
各
段
階
で
累
積
し
な
い
よ
う

に
、
仕
入
に
係
る
消
費
税
を
控
除
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
、「
仕
入
税
額
控
除
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

※
１　

消
費
税
が
課
税
さ
れ
る
取
引
の
売
上

（
商
品
の
売
上
な
ど
）

※
２　

消
費
税
が
課
税
さ
れ
る
取
引
の
仕
入
や

経
費
（
商
品
や
原
材
料
の
仕
入
や
建
物・機
械・

各
種
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
な
ど
）

課
税
売
上
に
係
る
消
費
税
額
─課
税
仕
入

に
係
る
消
費
税
額
＝
納
付
す
る
消
費
税
額

鴨
田　

仕
入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け

る
に
は
、
帳
簿
と
請
求
書
の
保
存
と
い

う
一
定
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
帳
簿
に
つ
い
て
は
変
わ
り

な
く
現
行
通
り
な
の
で
す
が
、
請
求
書

な
ど
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
区

分
記
載
請
求
書
等
（
税
率
ご
と
の
区
分

経
理
を
行
う
た
め
の
制
度
で
、「
等
」
に

は
納
品
書
や
領
収
書
な
ど
も
含
ま
れ

る
）
の
保
存
か
ら
「
イ
ン
ボ
イ
ス
」
と

呼
ば
れ
る
「
適
格
請
求
書
」（
※
３
）
の

保
存
に
変
わ
り
ま
す
。
こ
の
新
し
い
保

存
方
式
が
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」
で
す
。

※
３　

適
格
請
求
書
等
と
は
、
売
り
手
が
買
い

手
に
対
し
正
確
な
適
用
税
率
や
消
費
税
額
な
ど

早稲田大学卒業後、外資系会計事務所（現監査法人）国際部勤務。
1985年税理士登録、87年独立開業 2002年中小企業診断士登録。
現在、日本税理士会連合会常務理事、東京税理士会副会長、東京都
税制調査会委員。ローカルベンチマーク活用戦略会議委員、中小企
業の経営資源集約化等に関する検討会委員。東京都豊島区「女性の
ための起業塾」講師として積極的に女性の創業を支援している。主
な著書として『税理士が知っておきたい50のポイント創業支援』（東
京税理士会中小企業支援対策委員会編）、『地域密着型金融のための
経営診断・経営支援』（共著）、『これから伸びる11分野39業種』（共著）

鴨田 和恵（かもた・かずえ）

日本税理士会連合会 常務理事  
中小企業対策部長

2023年10月１日から導入される「インボイス
制度」は、発行する請求書などの様式が変わ
るだけと思われがちだが、実は消費税の課税
事業者、免税事業者ともに大きな影響を受け
る大変革だ。なぜインボイス制度が導入され
るのか、事業者はどのような影響を受けるの
か、事前にどのような準備をすればいいのか。
日本税理士会連合会の鴨田和恵常務理事に同
制度の概要と注意すべき点を聞いた。
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を
伝
え
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
一
定
の
事
項

が
記
載
さ
れ
た
請
求
書
や
納
品
書
、
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
書
類
。
請
求
書
や
納
品
書
、
領

収
書
な
ど
、
そ
の
書
類
の
名
称
は
問
わ
な
い
。

─
な
ぜ
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
必
要
に

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
？

鴨
田　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
導
入
さ
れ

─
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
登
録
は
必

須
な
の
で
す
か
？

鴨
田　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
登
録
は

任
意
で
あ
り
、
課
税
事
業
者
、
課
税
売

上
高
が
１
０
０
０
万
円
以
下
の
免
税
事

業
者
と
も
に
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
に
「
な
る
」「
な
ら
な
い
」
と
い
う
選

択
が
で
き
ま
す
。

課
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行

事
業
者
に
「
な
る
」
と
い
う
選
択
を
す

る
と
、
登
録
申
請
、
請
求
書
な
ど
の
様

式
変
更
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保
存
と
い
っ

た
手
間
が
か
か
り
ま
す
。
し
か
し
一
方

引
）
先
は
仕
入
税
額
控
除
が
で
き
ず
税

負
担
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

の
場
合
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
た

め
に
免
税
事
業
者
で
あ
っ
て
も
課
税
事

業
者
に
な
り
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
に
な
る
こ
と
を
検
討
す
る
余
地
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
そ
の
場

合
は
、
課
税
売
上
高
が
１
０
０
０
万
円

以
下
で
あ
っ
て
も
消
費
税
の
申
告
・
納

付
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
事
務
作
業

が
増
え
る
こ
と
に
加
え
、
売
上
額
が
同

じ
な
ら
納
め
る
消
費
税
の
額
だ
け
利
益

と
現
金
が
減
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

免
税
事
業
者
か
ら 

課
税
事
業
者
へ
の
変
更
と
は

─
課
税
事
業
者
に
な
る
こ
と
を
検
討

し
た
方
が
い
い
免
税
事
業
者
と
は
、
ど

の
よ
う
な
業
種
な
の
で
し
ょ
う
か
？

鴨
田　

ま
ず
、
販
売
（
取
引
）
先
が
事

業
者
の
み
で
、
そ
の
販
売
（
取
引
）
先

が
本
則
課
税
（
後
述
）
を
選
択
し
て
い

る
場
合
、
販
売
（
取
引
）
先
は
イ
ン
ボ

イ
ス
に
よ
り
仕
入
税
額
控
除
を
行
い
ま

す
の
で
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に

な
る
こ
と
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

で
、
販
売
（
取
引
）
先
は
イ
ン
ボ
イ
ス

が
発
行
さ
れ
る
こ
と
で
仕
入
税
額
控

除
が
で
き
ま
す
。

課
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行

事
業
者
に
「
な
ら
な
い
」
と
い
う
選
択

を
す
る
と
、
先
の
手
間
は
省
け
ま
す
が
、

販
売
（
取
引
）
先
は
仕
入
税
額
控
除
が

で
き
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

次
に
免
税
事
業
者
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ

メ
リ
ッ
ト
（
図
４・次
頁
）
で
す
。
免
税

事
業
者
は
消
費
税
の
納
付
が
免
除
さ
れ

ま
す
が
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、販
売（
取

・
法
人
番
号
を
有
し
な
い
課
税
事
業
者

（
個
人
事
業
者
や
人
格
の
な
い
社
団
な
ど
）

「
Ｔ
」（
ロ
ー
マ
字
）
＋
数
字
13
桁

個
人
事
業
者
の
登
録
番
号
に
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
使
わ
ず
、
新
た
に
付
番
さ

れ
ま
す
。

現
行
の
区
分
記
載
請
求
書
等
に
は
登

録
番
号
の
項
目
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

適
用
税
率
と
税
率
ご
と
に
区
分
し
た
消

費
税
額
の
項
目
も
必
要
で
す
の
で
、
請

求
書
な
ど
の
様
式
を
変
更
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に
な
る

メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト

─
登
録
番
号
は
、
ど
の
よ
う
な
手
順

で
取
得
す
る
の
で
す
か
？

鴨
田　

イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
で
き
る
の

は
、
税
務
署
か
ら
承
認
を
受
け
た
「
イ

ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
」
だ
け
な
の
で
、

ま
ず
、
税
務
署
に
「
適
格
請
求
書
発
行

事
業
者
の
登
録
申
請
書
」
を
提
出
し
ま

す
。
税
務
署
に
よ
る
審
査
が
行
わ
れ
た

後
に
登
録
が
承
認
さ
れ
る
と
、「
登
録
番

号
通
知
書
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
提
出

は
、
国
税
庁
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
入
手
し
た
登

録
申
請
書
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
）
に
必
要
事
項
を

記
入
し
て
、
国
税
局
（
所
）
が
設
置
し

た
「
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
セ
ン
タ
ー
」（
※

４
）
へ
郵
送
（
持
参
は
不
可
）
す
る
か
、

「
ｅ
-Ｔ
ａ
ｘ
」（
※
５
）
経
由
で
行
い
ま

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
２
０
１
９

年
10
月
に
実
施
さ
れ
た
消
費
税
率
の
引

き
上
げ
と
、
そ
れ
に
伴
う
軽
減
税
率
の

導
入
で
す
。
19
年
９
月
ま
で
は
消
費
税

率
が
一
律
だ
っ
た
た
め
、
請
求
書
上
の
税

額
や
税
率
の
記
載
方
法
を
厳
密
に
し
な

く
て
も
良
か
っ
た
の
で
す
が
、
19

年
10
月
か
ら
消
費
税
が
標
準
税

率
の
10
％
と
軽
減
税
率
の
８
％
に

な
っ
た
た
め
、
請
求
書
上
で
も
そ

の
取
引
が
標
準
税
率
の
対
象
な

の
か
軽
減
税
率
の
対
象
な
の
か
を

分
け
て
記
載
し
て
、
売
り
手
が

買
い
手
に
、
正
確
に
消
費
税
額

を
伝
え
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
す

（
図
２
）。

─
現
行
の
請
求
書
や
領
収
書

（
区
分
記
載
請
求
書
等
）
に
、
こ

の
商
品
は
10
％
対
象
、
８
％
対

象
と
い
う
よ
う
に
分
け
て
記
載

し
て
い
る
場
合
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
導
入
後
も
そ
の
ま
ま
適
格
請

求
書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
と
し
て
通

用
す
る
の
で
す
か
？

鴨
田　

適
格
請
求
書
に
は
七
つ

の
事
項
（
図
３
）
を
記
載
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

七
つ
の
事
項
の
う
ち
、「
登
録

番
号
」は
次
の
よ
う
な
構
成
で
す
。

・
法
人
番
号
を
有
す
る
課
税
事

業
者「

Ｔ
」（
ロ
ー
マ
字
）
＋
法
人
番

号
（
数
字
13
桁
）

す
。
顧
問
税
理
士
に
登
録
申
請
書
の
代

理
送
信
を
依
頼
す
る
こ
と
も
で
き
る
の

で
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

登
録
を
受
け
た
事
業
者
は
、
国
税
庁

の
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
公
表
サ
イ

ト
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。

登
録
申
請
の
受
け
付
け
は
始
ま
っ
て

お
り
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
導
入
さ
れ

る
23
年
10
月
1
日
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
の

発
行
を
希
望
す
る
（
登
録
を
受
け
る
）

場
合
は
、
原
則
と
し
て
23
年
3
月
31
日

ま
で
に
登
録
申
請
書
を
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

ま
だ
猶
予
は
あ
り
ま
す
が
、
年
明
け

は
確
定
申
告
期
間
と
重
な
る
た
め
、
顧

問
税
理
士
に
依
頼
す
る
場
合
は
早
め
に

準
備
を
始
め
た
方
が
良
い
で
し
ょ
う
。

※
４　

イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
セ
ン
タ
ー
は
全
国
に

12
カ
所
あ
り
、
例
え
ば
東
京
国
税
局
イ
ン
ボ
イ

ス
登
録
セ
ン
タ
ー
の
管
轄
は
千
葉
県
、東
京
都
、

神
奈
川
県
、
山
梨
県
。
大
阪
国
税
局
イ
ン
ボ
イ

ス
登
録
セ
ン
タ
ー
の
管
轄
は
滋
賀
県
、京
都
府
、

大
阪
府
、兵
庫
県
、奈
良
県
、和
歌
山
県
と
な
っ

て
い
る
。
登
録
申
請
書
を
提
出
し
て
か
ら
登
録

通
知
ま
で
の
期
間
は
、
e
-T
a
x
提
出
の
場
合

約
２
週
間
、
書
面
提
出
の
場
合
約
１
カ
月
（
６

月
16
日
時
点
）。

※
５　

パ
ソ
コ
ン
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
使
う

「
ｅ
-Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト
」（
法
人
・
個
人
事
業
者
）

は
書
面
と
同
様
に
各
項
目
に
入
力
す
る
帳
票
形

式
に
な
っ
て
い
る
。
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
不
要
な

パ
ソ
コ
ン
版「
ｅ
-Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
）」

（
法
人
・
個
人
事
業
者
）
と
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

や
タ
ブ
レ
ッ
ト
版
「
ｅ
-Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト
（
Ｓ
Ｐ

版
）」（
個
人
事
業
者
）
は
、
画
面
に
表
示
さ
れ

た
質
問
に
回
答
し
て
い
く
「
問
答
形
式
」
を
採

用
し
て
い
る
。

図１：消費税の負担と納付の流れ

図３：適格請求書に必要な７事項

図２：区分記載請求書とインボイスの違い

出典：日本商工会議所「中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」

出典：日本商工会議所「中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」

出典：国税庁「消費税のあらまし」を一部編集

消費税と地方消費税を合
わせた税率（10％）で計算

単（。すまいてし 位：円）

原材料製造業者
（生産業者） 完成品製造業者 卸売業者 小売業者 消費者

 
売り上げ
消費税①

20,000
2,000

売り上げ
消費税②
仕入れ
消費税①

50,000
5,000
20,000
2,000

売り上げ
消費税③
仕入れ
消費税②

70,000
7,000
50,000
5,000

100,000
10,000
70,000
7,000

売り上げ
消費税④
仕入れ
消費税③

納付税額 A 納付税額 B 納付税額 C 納付税額 D
①

取引

消費税 2,000 ②－① 3,000 ③－② 2,000 ④－③ 3,000

申告・納付申告・納付申告・納付申告・納付

支払総額 110,000

各事業者が個別に
納付した消費税
A+B+C+D
の合計10,000

消費者が負担した
消費税 10,000

2023 10 T1234

10 15 550円

10 15 5,400円

43,600円

10 22,000  2,000
8 21,600  1,600

②

②

区分記載請求書

【記載事項】
①発行者の氏名または名称
③取引年月日
④取引の内容
　（軽減税率の対象品目である旨）
⑤税率ごとに区分して合計した対価の額
⑦受領者の氏名または名称

インボイス
2023年（令和5年）10月1日～

【記載事項】
区分記載請求書に下記を追加
②登録番号
⑤税率ごとに区分して合計した対価の
　額および適用税率
⑥税率ごとに区分した消費税額等

請求書

東京商店（株）御中

2023年10月分 登録番号　T1234・・・

※は軽減税率対象

10月15日 550円

10月15日

割りばし

牛　肉※ 5,400円

合　計 43,600円

（10％対象　22,000円　 消費税 2,000円）
（8％対象　21,600円　 消費税 1,600円）

（株）大阪商事②

⑤

⑥

請求書

東京商店（株）御中

2023年9月分

※は軽減税率対象

9月15日 550円

9月15日

割りばし

牛　肉※ 5,400円

合　計 43,600円

（10％対象　22,000円）
（8％対象　21,600円）

（株）大阪商事

①⑦

④

③ ④

⑤
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特
集
２

思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
一
人
親
方
な
ど

の
建
設
業
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

一
方
、
販
売
（
取
引
）
先
が
消
費
者

の
み
で
あ
る
場
合
は
、販
売
（
取
引
）
先

に
お
い
て
仕
入
税
額
控
除
は
不
要
で
す

の
で
、イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に
な
る

必
要
性
は
低
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

学
習
塾
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
他
、
販
売
（
取
引
）
先
に
事
業

者
と
消
費
者
が
混
在
し
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
割
合
に
お
い
て
勘
案
す
る
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
飲
食
店
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

な
お
、
販
売
（
取
引
）
先
の
多
く
が

簡
易
課
税
（
後
述
）
を
選
択
し
て
い
る

場
合
、
イ
ン
ボ
イ
ス
が
発
行
さ
れ
な
く

て
も
「
み
な
し
仕
入
率
」
に
よ
っ
て
計

算
さ
れ
た
額
の
仕
入
税
額
控
除
が
で
き

ま
す
の
で
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に

な
る
必
要
は
低
く
な
る
で
し
ょ
う
。
こ

の
よ
う
に
、
免
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ

ス
発
行
事
業
者
に
な
る
か
ど
う
か
は
、

自
社
の
顧
客
や
経
営
状
況
、
経
営
戦
略

な
ど
を
総
合
的
に
検
討
し
て
決
め
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

─
「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
登

録
申
請
書
」
の
提
出
は
、
免
税
事
業
者

で
も
で
き
る
の
で
す
か
？

鴨
田　

登
録
申
請
は
課
税
事
業
者
に

限
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の

た
め
、
免
税
事
業
者
は
ま
ず
課
税
事
業

者
に
な
る
必
要
が
あ
り
、
原
則
と
し
て

課
税
期
間
（
※
６
）
が
始
ま
る
前
日
ま

で
に
税
務
署
に
「
課
税
事
業
者
選
択
届

出
書
」
を
提
出
し
、
そ
の
上
で
イ
ン
ボ

イ
ス
発
行
事
業
者
へ
の
登
録
を
申
請
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
れ
に
は
経
過
措
置
が
設

け
ら
れ
て
お
り
、
23
年
10
月
１
日
か
ら

29
年
９
月
30
日
ま
で
の
日
の
属
す
る
課

税
期
間
中
は
、
免
税
事
業
者
で
あ
っ
て

も
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
へ
の
登
録

申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
登
録
を
受

け
た
場
合
は
、「
課
税
事
業
者
選
択
届

出
書
」
の
提
出
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

※
６　

消
費
税
の
確
定
申
告
の
対
象
と
な
る
期

間
の
こ
と
で
、
法
人
は
事
業
年
度
、
個
人
事
業

者
は
１
月
１
日
～
12
月
31
日
。

─
消
費
税
の
納
税
義
務
が
免
除
さ
れ

る
免
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事

業
者
に
な
る
と
、
消
費
税
計
算
な
ど
の

負
担
が
増
え
ま
せ
ん
か
？

鴨
田　

消
費
税
は
、「
課
税
売
上
に
係

る
消
費
税
額
」
か
ら
「
課
税
仕
入
に
係

る
消
費
税
額
」
を
控
除
し
て
算
出
し
ま

す
。こ
の
計
算
方
法
が
原
則
な
の
で
、「
本

則
課
税
（
一
般
課
税
）」
と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。

一
方
、本
則
課
税
の
ほ
か
に
、「
簡
易
課

税
」
と
い
う
計
算
方
法
を
選
択
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
簡
易
課
税
は
、「
売
上

に
係
る
消
費
税
額
」に「
み
な
し
仕
入
率
」

を
掛
け
た
も
の
を
自
社
が
支
払
っ
た
消

費
税
と
み
な
し
て
、「
売
上
に
係
る
消
費

税
額
」
か
ら
控
除
す
る
計
算
方
法
で
す
。

み
な
し
仕
入
率
は
図
５
の
よ
う
な
六
つ

の
事
業
区
分
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

簡
易
課
税
を
選
択
す
る
と
、
仕
入
先

か
ら
の
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保
存
が
不
要（
所

得
税
法
や
法
人
税
法
上
は
保
存
が
必

要
）
な
ど
、
中
小
事
業
者
の
事
務
負
担

の
軽
減
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
仕

入
や
経
費
が
少
な
い
事
業
者
は
、
本
則

課
税
を
選
択
し
た
場
合
よ
り
納
税
額
が

少
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

簡
易
課
税
は
、
個
人
は
前
々
年
、
法

人
は
前
々
事
業
年
度
の
課
税
売
上
高
が

５
０
０
０
万
円
以
下
の
事
業
者
が
選
択

で
き
ま
す
が
、
適
用
し
よ
う
と
す
る
課

税
期
間
の
開
始
日
の
前
日
ま
で
に
所
轄

税
務
署
へ
「
消
費
税
簡
易
課
税
制
度
選

択
届
出
書
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

た
だ
し
、
免
税
事
業
者
が
23
年
10
月

１
日
か
ら
29
年
９
月
30
日
ま
で
の
日
の

属
す
る
課
税
期
間
中
に
登
録
を
受
け
る

場
合
は
、
課
税
期
間
の
途
中
で
も
そ
の

課
税
期
間
の
初
日
の
前
日
に
「
消
費
税

簡
易
課
税
制
度
選
択
届
出
書
」
を
提
出

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
経
過
措
置
が

と
ら
れ
て
い
ま
す
。

・
本
則
課
税

　

課
税
売
上
に
係
る
消
費
税
額
|
課
税

仕
入
に
係
る
消
費
税
額
＝
納
付
す
る
消

費
税

・
簡
易
課
税

課
税
売
上
に
係
る
消
費
税
額
|
課
税

売
上
に
係
る
消
費
税
額
×
み
な
し
仕
入

率
＝
納
付
す
る
消
費
税

ポ
ル
）」
に
準
拠
し
た
電
子
イ
ン
ボ
イ
ス

に
す
る
と
、
海
外
企
業
と
の
取
引
に
も

使
え
ま
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
の
注
意
点

─
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
、
免
税

事
業
者
と
の
取
引
で
は
仕
入
税
額
控
除

の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
の
で
す
か
？

鴨
田　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
の
免

税
事
業
者
か
ら
の
仕
入
は
イ
ン
ボ
イ
ス

が
発
行
さ
れ
な
い
た
め
、
原
則
と
し
て

仕
入
税
額
控
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

し
か
し
、
制
度
導
入
か
ら
６
年
間
は
、

仕
入
税
額
相
当
額
の
一
定
割
合
を
仕
入

税
額
と
み
な
し
て
控
除
で
き
る
経
過
措

置
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
イ
ン
ボ
イ
ス
発

行
事
業
者
に
登
録
し
て
い
な
い
課
税
事

業
者
か
ら
の
仕
入
に
つ
い
て
も
同
じ
で

す
。
一
定
割
合
と
は
次
の
通
り
（
図
６
）

で
す
。

・�

23
年
10
月
１
日
か
ら
26
年
９
月
30
日

ま
で
は
仕
入
税
額
相
当
額
の
80
％

・�

26
年
10
月
１
日
か
ら
29
年
９
月
30
日

ま
で
は
仕
入
税
額
相
当
額
の
50
％

経
過
措
置
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に

は
、
免
税
事
業
者
な
ど
か
ら
受
け
取
る

区
分
記
載
請
求
書
な
ど
と
同
様
の
事
項

が
記
載
さ
れ
た
請
求
書
等
と
80
％
控

除
・
50
％
控
除
の
適
用
を
受
け
る
課
税

仕
入
で
あ
る
こ
と
を
記
載
し
た
帳
簿
の

保
存
が
必
要
で
す
。

 

─
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
、
免
税

事
業
者
と
の
取
引
の
上
で
注
意
す
べ
き

点
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
？

鴨
田　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
、
免

税
事
業
者
と
の
取
引
は
、
取
引
条
件
が

同
じ
な
ら
納
税
額
が
増
え
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
し
か
し
、仕
入
税
額
控
除
が
で

き
な
い
こ
と
を
理
由
に
し
た
取
引
条
件

の
変
更
は
、
独
占
禁
止
法
な
ど
に
よ
り

問
題
と
な
る
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

ン
ダ
ー
が
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
ま
で

に
は
対
応
す
る
は
ず
な
の
で
、
必
要
で

あ
れ
ば
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に
な
る
と
、

取
引
相
手
（
課
税
事
業
者
）
の
求
め
に

応
じ
て
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
義
務

（
消
費
者
や
免
税
事
業
者
な
ど
、課
税
事

業
者
以
外
に
対
す
る
交
付
義
務
は
な

い
）、返
品
や
値
引
き
を
行
っ
た
時
に
返

還
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
義
務
、発
行

し
た
イ
ン
ボ
イ
ス
が
誤
っ
て
い
た
場
合
に

修
正
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
義
務
な

ど
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、発
行
し

た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
写
し
を
７
年
間
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、保
存
方
法
を
決
め

た
り
保
存
場
所
を
確
保
し
た
り
す
る
こ

と
も
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
、ど
の
よ
う

な
業
務
が
増
加
す
る
の
か
を
事
前
に
洗

い
出
し
て
、経
理
業
務
の
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー

を
見
直
す
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

一
部
の
会
社
で
は
取
引
先
に
対
し
、

「
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に
な
る
申
請

を
し
て
い
る
の
か
（
申
請
す
る
予
定
な

の
か
）」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す

る
な
ど
し
て
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

22
年
１
月
に
施
行
さ
れ
た
改
正
電
子

帳
簿
保
存
法
（
電
子
取
引
は
電
子
デ
ー

タ
で
保
存
す
る
義
務
）
へ
の
猶
予
期
限

が
23
年
12
月
31
日
な
の
で
、
同
時
に
対

応
を
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
は
電
子
デ
ー
タ

（
電
子
イ
ン
ボ
イ
ス
）
で
も
提
供
で
き
ま

す
。
国
際
規
格
「
P
e
p
p
o
l
（
ペ

─
免
税
事
業
者
は
簡
易
課
税
制
度

を
利
用
す
る
と
手
間
が
省
け
そ
う
で
す

が
、
注
意
す
べ
き
点
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
で
す
か
？

鴨
田　

図
５
に
あ
る
第
1
種
事
業
か
ら

第
6
種
事
業
ま
で
の
う
ち
１
種
類
の
事

業
で
は
な
く
、
複
数
の
事
業
を
行
っ
て

い
る
場
合
、
事
業
ご
と
に
異
な
る
み
な

し
仕
入
率
で
計
算
し
て
消
費
税
を
算
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
事
務
負
担
が
増

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
事
業
ご
と
に

区
分
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
一
番
低
い

み
な
し
仕
入
率
を
適
用
し
て
仕
入
控
除

税
額
を
計
算
し
ま
す
。

な
お
、
複
数
の
事
業
の
計
算
方
法
に

つ
い
て
は
税
理
士
な
ど
の
専
門
家
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、簡
易
課
税
の
方
が
本
則
課
税
よ

り
も
税
負
担
が
増
え
て
し
ま
う
ケ
ー
ス

が
あ
る
こ
と
、簡
易
課
税
を
選
択
す
る
と

２
年
間
は
本
則
課
税
に
変
更
で
き
な
い

こ
と
も
知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
の
準
備

─
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に
な
る

こ
と
を
選
択
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な

準
備
が
必
要
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

鴨
田　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
経
理
業
務

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
、
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
に
対
応
し
た
経
理
シ
ス
テ

ム
へ
の
変
更
が
必
要
に
な
る
で
し
ょ
う
。

経
理
シ
ス
テ
ム
を
提
供
す
る
多
く
の
ベ 出典：日本商工会議所「中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」

図４：免税事業者が取り得る選択肢によるメリット・デメリット

選択肢 メリット デメリット

課税事業者になり、
インボイス発行事業
者登録を行う

・�販売先は仕入税額
控除が可能となる
ため、取引が継続
する可能性が高い

・�消費税の申告、納付が発生し、
納税事務の負担が増える
・�消費税分を販売価格に転嫁
できないと、利益が減少する

免税事業者のままで
いる（インボイス発
行事業者にならない）

・�消費税の申告、納
付が不要

・�販売先は仕入税額控除がで
きないため、取引が見直され
る可能性がある

図６：免税事業者などからの仕入に係る経過措置

出典：日本商工会議所「中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」

図５：みなし仕入率

事業区分 代表的な業種 みなし仕入率

第１種事業 卸売業 90％

第２種事業 小売業 80％

第３種事業 製造業・建設業 70％

第４種事業 飲食店業 60％

第５種事業 サービス業 50％

第６種事業 不動産業 40％

出典：日本商工会議所「中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」

4年 3年 3年

控除不可免税事業者等からの仕入は
50%控除可能

免税事業者等からの仕入は
80%控除可能

免税事業者等からの仕入は
全額控除可能

区分記載請求書等保存方式

2029年（令和11年）
10月

2026年（令和8年）
10月

インボイス制度導入

2023年（令和5年）
10月

軽減税率導入

2019年（令和元年）
10月


